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平成 26 年 12 月、山口県内の肉用種鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生した。その

際の問題点として、年末の発生による資材の不足、現地対策本部拠点の分散による命令系

統の錯綜及び農場状況の把握不足が認められた。これらを改善するために行った取り組み

について報告する。 

1 取り組み 

1）防疫対応の見直し 

ア 資材の拡充と改善：県域で10万羽規模の発生に対応できるよう、備蓄資材の拡充及び

県と業者間の協定締結を行い、防疫資材供給体制を確立した。また、資機材の改良と新

規導入を行った。 

イ マニュアルの作成：発生時の経験と他県との情報交換を踏まえて関係機関と協議（82

回）を重ね、組織形態の異なる2か所の農林事務所管内に適応し、作業内容の分担が明確

化された現地対策本部防疫マニュアルを新たに作成した。 

ウ 防疫研修会の開催：作成したマニュアルを基に、農林事務所及び関係機関を対象とし

て計4回の防疫研修会を実施した。発生時に実際に行う作業に関して、具体的な実習を行

った結果、農林事務所職員の90％以上の理解を得ることができた。 

2）各農場への個別対応 

ア 農場別の防疫体制整備：管内全農場を巡回して鶏舎設備構造や飼養形態を再確認し、

農場別防疫作業計画を改訂した。また、関係機関と連携した現地調査を基に、消毒ポイ

ント及び集合・仮設基地の候補地を再選定した。さらに、各基地の候補地（8集合基地、

54仮設基地）は、作業動線も含めた詳細な図面を作成した。各拠点間の移動経路につい

ても確認を徹底した。 

イ 飼養衛生管理基準の再指導：野生動物の防除が重要な課題とされていることから、農

場周辺の野鳥対策として、ため池水面上部へのテープやネットの設置を指導した。野生

動物の鶏舎内部への侵入防止対策としては、空舎時に鶏舎内部から隙間等を徹底調査し、

改善指導を行った。また、農場が密集している地域については、各農場の衛生管理区域

や出入り口を再設定した。 

2 まとめ 

上記の取り組みにより、現地対策本部員が共通認識をもった一連の防疫体制が再構築で

きた。また、各農場の状況に応じた具体的な防疫作業計画を作成し、防疫対応の充実が図

れた。 

 


